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移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について

臓器の移植希望者(レシピエント)の選択につきましては、「臓器提供者(ドナー)適応

基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準についてJ(平成9年 10月 16日付け健医

発第 1371号。以下「基準通知」という。)により実施されているところです。

今般、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会の審議結果を踏まえ、基準通知の別

添 2 (各臓器の移植希望者(レシピエント)選択基準)のうち、心臓移植希望者(レシピ

エント)選択基準及び目撃臓移植希望者(レシピエント)選択基準に係る部分を別紙の新旧

対照表のとおり改正することとし、別添のとおり社団法人日本臓器移植ネットワーク理事

長あて通知しましたので、御了知願うとともに、会員等に対する周知につきまして御配慮

願います。
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平成24年 11月 15日

厚生労働省健康局疾病対策課

臓器移植対策室

移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改E並びに一部訂正について

標記一部改正並びに一部訂正の通知については、別紙のとおり送付いたしますので、

どうぞ宜しくお願いいたします。

なお、木通知につきましては、厚生労働省ホームページの法令等データベースサー

ビスへも掲載いたしますので、ご活用いただければ幸いです。

何かご不明な点等ございましたら、下記担当者へご連絡ください。

[厚生労働省法令等データベースサーピスURL]

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ 

[担当者]

厚生労働省健康局疾病対策課

臓器移植対策室元村、村井

TEL: 03-5253-1111 (内 2365)

FAX: 03-3593-6223 
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社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長殿

健発 1109第 13号

平成24年 11月9日

移績希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について

臓器の移植希望者(レシピエント)の選択につきましては、「臓器提供者(ドナー)適応

基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準についてJ(平成9年 10月 16日付け健医

発第 1371号。以下「基準通知」としづ。)により実施されているところです。

今般、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会の審議結果を踏まえ、基準通知の別

添 2 (各臓器の移植希望者〈レシピエント)選択基準)のうち、心臓移植希望者(レシピ

エント)選択基準及び隣臓移植希望者(レシピエント)選択基準に係る部分を別紙の新旧

対照表のとおり改正することとしました。

なお、心臓移植希望者(レシピエント)選択基準の改正は、平成25年2月1日から施

行することとし、勝臓移植希望者(レシピエント)選択基準の改正は、平成24年 12月

1日から施行することとしましたので、遵守されますようお願いします。あわせて、貴法

人に登録されている臓器移植施設への周知につきましてよろしくお願いします。

参考として、本改正を反映した心臓移植希望者(レシピエント)選択基準及び騨臓移植

希望者(レシピエント)選択基準を添付します。



心臓移植希望者(レシピエント)選択基準新旧対照表

改正後 現行

2.優先順位 2.優先順位

(3 )年齢 (3 )年齢

臓器提供者(ドナー)の年齢及び移植希望者(レシピ 臓器提供者(ドナー)が 18歳未満の場合には当(社)

エント)の(社)日本臓器移植ネットワークに移植希望 日本臓器移植ネットワークに移植希望者(レシピエン

者(レシピエント)の登録を行った時点における年齢に ト)の登録を行った時点において 18歳未満の移植希

応じ、 .3. の具体的選択方法に示す区分に従い優先順位 望者(レシピエント)を優先する (3. の具体的選択

を定める。 (3. の具体的選択方法を参照)。 方法を参照)。

3 具体的選択方法 3.具体的選択方法

( 1 )臓器提供者(ドナ-)が 18歳以上の場合 ( 1 )臓器提供者(ドナー)が 18歳以上の場合

順{立* 医学的緊急度 年齢 ABO式血液型 順位* 医学的緊急度 ABO式血液型

1 
60歳未満

一致 1 一致

連企
Status 1 

適合2 2 
Status 1 

二監 二重3 
印歳以上

3 
Status 2 

適金 適合4 4 

5 
60歳未満

二重

6 連企
Status 2 

二重7 
60歳以上

8 連金

1 



* 同順位内に複数名の移植希望者(レシヒ。エント)が

存在する場合には待機期間の長い者を優先する。

4. その他

(路)

また、 60歳以上の移植希望者(レシピエント)に対する心臓

移植については、改正選択寒準の施行から 2年を経過した時点

又は園内における心臓移植の実績が200例に達した時点のいず

れか早い時点を回途として、その臨床成績などを踏まえ、再度

見直しを行うことどする。

2 

* 同順位内に複数名の移植希望者(レシピエント)が

存在する場合には待機期間の長い者を優先する。

4. その他

(略)



醇臓移植希望者(レシピエント)選択基準新旧対照表

改正後 現行

1.適合条件 1.適合条件 、
(2) リンパ球交差試験、(全リンパ球又はTYンノ4球)陰性 (2) リンパ球亘撞交差試験(全リンパ球又はTリンパ去に〉陰性

2.優先順位 2.優先順位

(4)牒臓移植(腎移植後醐蔵移植、勝鞠虫移植)と目撃腎同時移植 (4)騨臓移植(腎移植後牌臓移植、勝単独移植)と勝腎同時移植

① 1蹴号提供者(ドナー)から醐蔵及び腎臓 (2名の腎臓移植 ① 1開審提供者(ドナー)から膜臓及び腎 (1腎の場合を含む)

希望者(レシヒ。エント)に提供される場合に限るJの提供が の提供があった場合には、勝腎同時移植、腎移植後牒臓移植、

あった場合には、勝腎同時移植、腎移植後醐蔵移植、勝鞠虫 勝単独移植の順に優先される。(後略)

移植の}I慎に優先される。(後略)

(7)勝腎同時移植と腎臓移摘 (7)勝腎同時移植と腎臓移植

(1) ~ (6)で選ばれた移植希望者(レシピエント)が勝 (1) ~ (6)で選ばれた移植希望者(レシピ工ント)が枠

腎同日新針重の待機者である場合であって、かっ、臓器提供者(ド 腎同時移植の待機者である場合であって、かっ、 1蹴器提供者

ナー)から牒臓及び腎臓 (2名の腎臓移植希望者(レシピエン (ドナー)から醐蔵及び腎臓 (1腎の場合を含む。)の提供が

ト)に提供される場合に限る。)の提供があった場合には、当該 あった場合には、当該待機者が腎臓移植待機リストで下位で

待機者が腎臓移植待機リストで下位で、あっても、当該待機者に あっても、当該待機者に優先的に勝臓及び腎臓を同時に配分

優先的に醐蔵及び腎臓を同時に配分する。(後略) する。(後略)

(8 )移植を受ける意思があることが確認された以降に、当該移植

希望者(レシピエント)の医学的な理由等により、当該移植希

望者(レシヒ。エント)への移植ができないことが判明した場合
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の取扱い

( 1)___"'-' (6 2により腎桝直後醐蔵移植または勝単独移植希望

者(レシピエント)が選定され、移植を受ける意思があること

が確認された以降に、当該移植希望者(レシピエント)の医学

的な理由等により、当該移植希望者(レシピエント)への移植

ができないことが判明Lた場合には、腎移植後日朝蔵移植又は醇

単独移植希望者(レシヒ。エント)の中から牒臓移植希望者(レ

シピエント)の選択をやり直す。

(9) H臓器摘出術の開始以降に移植に適さないことが判明した場合 (8) H蹄号摘出術の開始以降に移植に適さないことが判明した場合

の取扱い の取扱い

① (1) .~ .(7)により謄腎同時移植希望者(レシピエント) ① (1) ~ (7)により勝腎同時移植希望者(レシピエント)

が選定されたものの、 1開審摘出手術の開始以降に隣臓が移植 が選定されたものの、 1融制商出手術の開始以降に牒臓が移植

に適さないことが判明じた場合には、腎臓移植希望者(レシ に適さないことが判明した場合には、腎臓移植希望者(レシ

ピエント)選択基準で選定された腎臓移植希望者(レシピエ ヒ。エント)の選択をやり直すことなく、既に選ばれた当該砕

ント)に腎臓を配分する。 腎同時移植希望者(レシピエント)に腎臓のみを配分する。

② (1) ~ (7)により砕腎同時移植希望者(レシヒ。エント) ② (1) ~ (7)により膝腎同時移植希望者(レシヒoエント)

が選定されたものの、臓器摘出手術の開始以降に片腎が移植 が選定されたものの、 I蹴号摘出手術の開始以降に腎臓が移植

に適さないことが判明した場合には、日朝蔵移植希望者(レシ に適さないことが判明した場合には、際醐'多楠希望者(レシ

ピエント)の選択をやり直すことなく、既に選ばれた当該隣 ピエント)の選択をやり直すことなく、既に選ばれた当該騨

腎同時移植希望者iレシヒ。エント)に牒臓のみを配分する。 腎同時移植希望者(レシピエント)に隣臓のみを配分する。

ただし、当該勝腎同時移植希望者(レシピエン刊が』朝蔵の

みの移植を希望しない場合には、腎移植後日朝蔵移植又は騨単

2 



独移植希望者(レシピエント)の中から隣臓移植希望者(レ

シピエント)の選択をやり直す。

3 



心臓移植希望者(レシヒ。エント)選択基準

1.適合条件

(1) ABO式血液型

ABO式血液型の一致 (identical)及び適合 (compatible)の待機者

を候補者とする。

(2)体重(サイズ)

体重差は-2 0%~3 0%であることが望ましい。

ただし、移植希望者(レシピエント)が小児である場合は、との限り

ではない。

(3)前感作抗体

リンパ球直接交差試験(ダイレクト・クロスマッチテスト)を実施し、

抗T細胞抗体が陰性であることを確認する。

パネノレテストが陰性の場合、リンパ球直接交差試験(ダイレtクト・ク

ロスマッチテスト)は省略することができる。

(4) CMV抗体

CMV抗体陰性の移植希望者(レシピエント)に対しては、 CMV抗

体陰性の臓器提供者(ドナー)が望ましい。

(5) HLA型
当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。

(6 )虚血許容時間、、

臓器提供者(ドナー)の心臓を摘出してから 4時間以内に血流再開す

ることが望ましし、。

2.優先順位

適合条件に合致する移植希望者(レシピエント)が複数存在する場合には、

優先順位は、以下の)1慎に勘案して決定する。

( 1 )親族

臓器の移植に関する法律第6条の 2の規定に基づき、親族に対し臓器

1 



を優先的に提供する意思が表示されていた場合には、当該親族を優先す

る。

(2) 医学的緊急度

定義:Status 1 :次の(ア)から(エ)までのいずれか1つ以上に該当

する状態

(ア)補助人工心臓を装着中の状態

(イ)大動脈内パノレーンパンヒ。ング、 (IABP)、経皮的心肺

補助装置 (PCPS)又は動静脈バイパス (VAB) を装着

中の状態

(ウ)人工呼吸管理を受けている状態

(エ)ICU、CCU等の重症室に収容され、かっ、カテコラ

ミン等の強心薬の持続的な点滴投与を受けている状

態

*カテコラミン等の強心薬にはフォスフォデイエス

テラーゼ阻害薬なども含まれる

*ただし、 18歳未満に限り、重症室に収容されて

いない場合であって、カテコラミン等の強心薬の

持続的な点滴投与を受けている状態も含まれる

(この状態で待機中に 18歳以上となったときに

は、(ア)から(ワ)までのいずれかに該当しない

限り、 Status2とする)

Status 2 :待機中の患者で、上記以外の状態

Status 3・Status1， Status 2で待機中、除外条件(感染症等)

を有する状態のため一時的に待機リストから削除され

た状態

Status 1、Status2の)1頂に優先する (3. の具体的選択方法を参照)。

また、 Status3への変更が登録された時点で、選択対象から外れる。除

外条件がなく1なり、 Status1又は Status2へ再登録された時点から、移

植希望者(レシピエント)として選択対象となる。

( 3 )年齢

臓器提供者(ドナー)の年齢及び移植希望者(レシヒ。エント)の(社)

自:本臓器移植ネットワークに移植希望者(レシピエント)の登録を行った時

点における年齢に応じ、 3.の具体的選択方法に示す区分に従い優先順位を

2 



、え
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定める。 (3. の具体的選択方法を参照)。

(4) ABO式血液型

ABO式血液型の一致 (identical)する者を適合 (compatible)する者

より優先する (3..の具体的選択方法を参照)。

( 5)待機期間

以上の条件が全て同ーの移植希望者(レシヒ。エント)が複数存在する場

合は、待機期間の長い者を優先する。

OStatus 1の移植希望者〈レシピエント)聞では、待機期間は Status1 

の延べ日数とする。

(注)移植希望者(レシピエント)の登録時に 18歳未満で、 Status1 

の(エ)に該当していた患者が、その後 18歳以上となり、重症室

に収容されていないため Status2とされたが、再度、 Status1の状

態となったときは、 18歳未満で Statuslに該当していた期間も

Status 1の延べ日数に含まれる。

OStatus 2の移植希望者(レシピエント)間では、待機期間は登録日か

らの延べ日数とする。

3.具体的選択方法

( 1 )臓器提供者(ドナー)が 18歳以上の場合

順位* 医学的緊急度 年齢 ABO式血液型

1 
60歳未満

一致

2 適合

3 
Status 1 

一致
60歳以上

4 適合

5 
60歳未満

一致

6 適合
Status 2 

一致7 
60歳以上

8 適合
」

* 同順位内に複数名の移植希望者(レシピエント)が存在する場合に

は待機期間の長い者を優先する。

3 



(2)臓器提供者(ドナー)が 18歳未満の場合

順位* 医学的緊急度 年齢 ABO式血液型

1 
18歳未満

一致

2 適合
Status 1 

一致3 
1 8歳以上

4 適合

5 
18歳未満

一致

6 適合
Status 2 

7 
18歳以上

一致

8 適合

* 同順位内に複数名の移植希望者(レシピエント)が存在する場合に

は待機期間の長い者を優先する。

4.その他

将来、 Status1の移植希望者(レシピエント)が増加すると、 0型の臓器提

供者(ドナー)からの臓器が順位2の移植希望者(レシピエント)に配分され、

Status 2の移植希望者(レシピエント)に配分されない事態が生じることが予

想される。このことを含め、今後、新たな医学的知見などを踏まえ、緊急度の

定義やブ、ロック制の導入などについて、適宜選択基準の見直しをすることとす

る。

また、 60歳以上の移植希望者(レシピエント)に対する心臓移植について

は、改正選択基準の施行から 2年を経過じた時点又は国内における心臓移植の

実績が 200例に達した時点のいずれか早い時点を目途として、その臨床成績な

どを踏まえ、再度見直しを行うこととする。

4 



惇臓移植希望者(レシヒ。エント)選択基準

1.適合条件

(1) ABO式血液型

ABO式血液型の一致 (identical)及び適合 (compatible)の待機者を侯補者とする。

(2)リンパ球交差詞験(全リンパ球又はTリンパ球)陰性

2.優先順位

適合条件に合致する移植希望者(レシピエント)が複数相生する場合には、優到l慎1立は、
以下の)1慎に勘案して決定する。

( 1)親族

1蹴告の移植に関する法律第6条の2の規定に基づき、親族に対し臓器を優先的に提供す

る意思が表示されていた場合には、当該親族を優先する。

(2) ABO式血液型

ABO式血液型の一致 (identical)する者を適合 (compatible)する者より優先する。

(3) HLAの適合度

下表の)1開立が高い者を優先する。

順位 DR座のミスマッチ数 A座及びB座のミスマッチ数

1 o ' 。
2 。 1 

3 。 2 

4 。 3 

5 。 4 

6 1 。
7 1 1 

B も 1 2 

9 1 3 

10 1 4 

1 1 2 。
12 2 1 

1 3 2 2 

14 2 3 
15 2 4 

1 



(4)日朝蔵移植(腎移植後棒臓移植、勝単独移植)と隣腎同時移植

① 1臨ま樹共者(ドナー)から醐蔵及び腎臓 (2名の腎臓移植希望者(レシピエント)に

提供される場合に限る。)の提供があった場合には、勝腎同日朝樹直、腎移植後際機移植、

辞単独移植の}I慎に優先される。ただし、勝腎同時移植希望者(レシピエント)が優先

されるのは、 DR座の1マッチ以上のHLA型の適合がある場合に限る。

②①以外の場合には、障腎同時移植以外の希望者については、腎移植後牒糠移植、勝単

独移植の順に優先される。

(5)待機時間

待機期間の長い者を優先する。

(6)搬送時間

臓器搬送に要する時聞がより短く見込まれ石者を優先する。

(7)醇腎同日新針喧と腎臓移植

(1) ~ (6)で選ばれた移植希望者(レシピエント)が惇腎同時移植の待機者である

場合で、あって、かつ、鵬ま提供者(ドナー)から膜臓及び腎臓 (2名の腎臓移植希望者(レ

シピエント)に提供される場合に限る。)の提供があった場合には、当該待機者が腎臓移

植待機リストで、下位であっても、当該待機者に優先的に勝臓及び腎臓を同時に配分する。

ただし、隣腎同E稿針笹の待機者が優先されるのは、 DR座1マッチ以上のHLA型の適

合がある場合に限るが、当該待機者が優先すべき親族である場合は、 D R座2ミスマッチ

であっても優先される。

なお、選ばれた醇腎同時移植の待機者が優先すべき親族で、ない場合であって、腎臓移植

待機リストで選択された移植希望者(レシピエント)が優先すべき親族である場合は、当

該腎臓移植希望者(レシヒoエント)が優先される。

(8)移植を受ける意思があることが確認された以降に、当該移植希望者(レジヒ。エント)の

医学的な理由等により、当該移植希望者(レシピエント)への移植ができないことが判

明した場合の取扱い

(1) ~ (6)じより腎移植後日朝関多植または停制虫移植希望者(レシピエント)が選

定され、移植を受ける意思があることが確認された以降に、当該移植希望者(レシピエン

ト)の医学的な理由等により、当該移植希望者(レシヒ。エント)への移植ができないこと

が判明した場合には、腎移横後牒臓移植又は醇単独移植希望者(レシピエント)の中から

牒臓移植希望者(レシヒ。エント)の選択をやり直す。

2 



(9) H闘器摘出術の開始以降に移植に適さないことが判明した場合の取扱い

① (1) ~ (7)により勝腎同日朝刻宣希望者(レシピエン刊が選定されたものの、臓

器摘出手術の開始以降に醐蔵が移植に適さないことが判明した場合には、腎臓移植希望

者(レシピエント)選択基準で選定された腎臓移植希望者(レシピエント)に腎臓を配

分する。

② (1) ~ (7)により醇腎同時移植希望者(レシピエント)が選定されたものの、臓

器摘出手術の開始以降に片腎が移植に適さないことが判明した場合には、牒臓移植希望

者(レシピエント)の選択をやり直すことなく、既に選ばれた当該勝腎同時移植希望者

(レシピエント)に閥蔵のみを配分する。ただし、当該醇腎同時移植希望者(レシピエ

ント〉が勝臓のみの移植を希望しない場合には、腎移植後棒移植又は勝単独移植希望者

(レシピエント)の中か日朝蘭多植希望者(レシピエント)の選択をやり直す。

3.その他

基準封烈こついては、今後の移植医療の定着及て熔植実績の評価等を踏まえ、適宜見

直すこととする。

3 
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局康健省働労生厚

移植希望者(レシピエント)選択基準関連通知の一部訂Eについて

臓器の移植希望者(レシヒロエント)の選択につきましては、「臓器提供者(ドナー)適応

基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準についてJ(平成9年 10月 16日付け健医

発第 1371号。以下「基準通知」としづ。)により実施されているところです。

先般、「移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正についてJ(平成 22年 10月

15日健発 1015第4号)により、基準通知の一部改正を行ったところですが、当該通

知の参考2のうち、肺移植希望者(レシピエント)選択基準及び心肺同時移植希望者(レ

シピエント)選択基準に係る改正部分に一部誤りがありましたので、訂正しました。

別添のとおり社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長あて通知しましたので、御了知

願うとともに、会員等に対する周知につきまして御配慮願います。



ソや

社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長殿

健発 1109第 12号

平成24年 11月9日

移植希望者(レシピエント)選択基準関連通知の一部訂正について l

臓器の移植希望者(レシピエント)の選択につきましては、「臓器提供者(ドナー)適応

基準及び移筏希望者(レシピエント)選択基準についてJ(平成9年 10月16日付け健医

発第 1371号。以下「基準通知」という。)により実施されているところです。

平成22年 10月に、「移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正についてJ(平

成 22年 10月15日健発10 1 5第4号)により、基準通知の一部改正を行ったところ

ですが、当該通知の参考2のうち、肺移植希望者(レシピエント)選択基準及び心肺同時

移植希望者(レシピエント)選択基準に係る改正部分に一部誤りがありましたので、下記

のとおり訂正しました。

参考として、本訂正を反映した肺移植希望者(レシピエント)選択基準及び心肺同時移

植希望者(レシピエント)選択基準を添付しますので、、貴法人に登録されている臓器移植

施設への周知につきましてよろしくお願いします。

記

(正) (誤)

3.その他 3.その他

( 1 ) 略 ( 1 ) 略

(男性) 略 (男性) 略

(女性)予測肺活量(L) (女性)予測肺活量 (L)

=1.142+0.00168X年齢2-2.374X身長 (m) =1.142-0.00168X年齢2ー 2.374X身長(皿)

+2.116X身長 (m)2 十2.116X身長(皿)2 



肺移植希望者(レシヒ。エント)選択基準

1.適合条件

(1) AB  0式血液型

ABO式血液型の一致 (identical)及び適合 (compatible)の待機者

を候補者とする。

(2)肺の大きさ

肺の大きさは臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエント)

の年齢区分に応じ、下記の方法で評価する。

1 )臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエント)がいずれも

1 8歳以上の場合

(予測VCD注 1)/予測VCR注 2)~ 1) X100の値(%)で判断する。

①片肺移植の場合 一30~30%

②両肺移権の場合 一30~30%

注 1)予測VCD:臓器提供者(ドナー)の予測肺活量

注2)予測VCR:移植希望者(レシピエント)の予測肺活量

予測肺活量の計算式

(男性) 予測肺活量 (L) =0.045X 身長 (cm)-0.023 X年

齢-2.258

(女性) 予測肺活量 (L) =0.032X身長 (cm)-0. 018 X年

齢-1.178 

2)臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエント)がいずれも

1 8歳未満の場合

(臓器提供者(ドナー)の身長/移植希望者(レシピエント)の身長

1) X 100の値(%)で判断する。

皇 片肺移植の場合。 12%~15%

②両肺移植の場合 一12%~12%

3)臓器提供者〈ドナー)及び移植希望者(レシピエント)の年齢が 1) 

又は2) の場合に該当しない場合

(臓器提供者(ドナー)の身長/移植希望者(レシピエント)の身長

一1) X 100の値(%)で判断する。

①片肺移植の場合 一12%~15%



② 両肺移植の場合 --'-12%~12% 

( 3 )前感作抗体

ダイレクト・クロスマッチを実施し、陰性であることを確認する。

パネルテストが陰性の場合、ダイレクト・クロスマッチは省略するこ

とができる。

(4) CMV抗体

CMV抗体陰性の移植希望者(レシピエント)に対しては、 CMV抗

体陰性の臓器提供者(ドナー)が望ましい。

(5) HL A型

当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。

(6)虚血許容時間

臓器提供者(ドナー)の肺を摘出してから 8時間以内に血流再開する

ことが望ましい。

2.優先順位

適合条件に合致する移植希望者(レシピエント)が複数存在する場合には、

優先順位は、以下の)1買に勘案して決定する。

( 1 )親族

臓器の移植に関する法律第6条の 2の規定に基づき、親族に対し臓器を

優先的に提供する意思が表示されていた場合には、当該親族を優先する。

(2) ABO式血液型

ABO式血液型の一致 (identical)する者を適合 (compatible)する者

より優先する。

(3)待機期間

待機期間の長い患者を優先する。

(4)肺の大きさ

1. (2)の1)又は 2)の場合を優先する。



( 5)術式による優先順位

術式は、片肺移植、両肺移植の 2種類とし、第1術式、第2術式の 2つ

まで登録可能とする。

術式による優先順位は次のとおりとする。

1) 臓器提供者(ドナー)の両肺が利用できる場合であり、第 1優先

順位の選択を行った結果、

① 第 1術式に係る両肺移植希望者(レシヒ。エント)が、第 1優先

順位となれば、当該両肺移植希望者(レシピエント)を選択する。

② 第 1術式に係る片肺移植希望者(レシピエント)が第1優先順

位となれば、第 1術式に係る片肺移植希望者(レシピエント)で，

次の順位に位置する者とそれを分けあうこととする。次順位に位

置する第 1術式に係る片肺移植希望者(レシピエント)が選択さ

れない場合には、第2術式iこ係る片肺移植希望者(レシピエント)

の中で優先順位の高い者と分け合うこととする。

③ 第 1術式に係る片肺移植希望者(レシピエント)が第1優先順

位となり、第 1術式、第 2術式を考慮しても片肺移植希望者(レ

シピエント)が 1名のみである場合、

0当該片肺移植希望者(レシピエント)が第2術式として両肺

移植を希望していれば、当該移植希望者(レシピエント)を

選択し(注1)、

0当該片肺移植希望者 Lレシピエント)が第2術式として両肺

移植を希望していなければ、両肺移植希望者(レシピエント)

の中で優先順位の高い者を選択する(注2)。ただし、当該片

肺移植希望者(レシピエ1ントが優先すべき親族であるときに

は、当該方肺移植希望者(レシピエント)を優先する。

(注 1)当該移植希望者(レシピエント)は必ずしも両肺移植を受、

ける必要はない。

(注2)この場合に限り、術式を優先し、片肺移植希望者(レシ

ピエント)より両肺移植希望者を優先する。

2) 臓器提供者(ドナー)の片肺のみが利用できる場合には、第 1術



式に係る片肺移植希望者(レシピエント)の中から優先順位の高い

者を選択するよ第1術式に係る片肺移植希望者(レシピエント)が

選択されない場合には、第2術式に係る片肺移植希望者(レシピエ

ント)の中から優先順位の高い者を選択する。

3). 1 )、 2)の結果、 ABO式血液型が一致する移植希望者(レシピ

エント)が選択されない場合、虚血許容時間内にあり、 ABO式血

液型が適合するものについて 1)、2) と同様の手順により移植希望

者(レシピエント)を選択する。

3.その他

( 1 )臓器提供者(ドナー〉又は移植希望者(レシピエント)が6歳以上

18歳未満の場合、その予測肺活量については、以下の計算式を参考

にすることができる。

予測肺活量の計算式 (6歳以上 18歳未満の場合)

(男性)予測肺活量 (L) =2. 108-0. 1262 X年齢+0.00819X年齢 2

-3.118X身長 (m) +2. 553X身長 (m)， 
(女性)予測肺活量(L)=1. 142+0. 00168X年齢'-2.374X身長(m)

+2.116X身長 (m)， 

(2)基礎疾患、重症度などによる医学的緊急度は、将来考慮されるべき

である。

また、この基準は実績を踏まえて見直しを行う必要がある。



心肺同時移植希望者(レシピエント)選択基準

1.適合条件

(1) AB  0式血液型

ABO式血液型の一致 (identical)及び適合 (compatible)の待機者

を候補者とする。

(2 )体重(サイズ)

体重差は-20%~30%であるこどが望ましい。

ただし、移植希望者(レシピエント)が小児である場合は、この限り

でない。

( 3 )肺の大きさ

肺の大きさは臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエントの

年齢区分に応じ、下記の方法で評価する。

1 )臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエント).の年齢が

いずれも 18歳以上の場合

(予測VCD注1)/予測VCR注 目 - 1 )X100の値(%)で判断する。

①片肺移植の場合 一30~30%

②両肺移織の場合 ー30~30%

注 1)予測VCD:臓器提供者(ドナー)の予測肺活量

注 2)予測VCR:移植希望者(レシピエント)の予測肺活量

予測肺活量の計算式

(男性)予測肺活量 (L) =0.045 X身長一 (cm) -0.023 X年齢

-2.258 

(女性)予測肺活量 (L) =0.032X身長 (cm) -0. Oi8 X年齢

1. 178 

2)臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエント)がいずれも

18歳未満の場合

(臓器提供者(ドナー)の身長/移植希望者(レシピエント)の身長

一1) X 100の値(%)で判断する。

①片肺移植の場合 一12%~15%

②両肺移植の場合 一12%~12%



3)臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエント)の年齢が 1) 

又は 2) の場合に該当しない場合

(臓器提供者(ドナ~)の身長/移植希望者(レシピエント)

-1) X100の値(%)で判断する。

①片肺移植の場合 一12%匂 15%

② 前肺移植の場合 12%~12% 

(4)前感作抗体

の身長

リンパ球直接交差試験(ダイレクト・クロスマッチテスト)を実施し、

抗T細胞抗体が陰性であることを確認する。

パネノレテストが陰性の場合、リンパ球直接交差試験(ダイレクト・ク

ロスマッチテスト)は省略することができる。

(5) CMV抗体

CMV抗体陰性の移植希望者(レシピエント)に対しては、

体陰性の臓器提供者(ドナー)が望ましい。

(6) HLA型

当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。

(7)虚血許容時間

CMV抗

臓器提供者(ドナー)

ることが望ましい。

の心肺を摘出してから 4時間以内に血流再開す

2.優先順位

適合条件に合致する移植希望者(レシピエント)

優先順位は、以下の順に勘案して決定する。

( 1 )親族

が複数存在する場合には、

臓器の移植に関する法律第6条の 2の規定に基づき、親族に対し臓器

を優先的に提供する意思が表示されていた場合には、当該親族を優先す

る。

(2)心臓移植希望者(レシピエント)選択基準で選ばれた移植希望者(レ

シピエント)が心肺同時移植の待機者である場合であって、かっ、臓器

提供者(ドナー)から心臓及び両肺の提供があった場合には、当該待機



者が肺移植待機リストで下位で、あっても、当該待機者に優先的に心臓及

び両肺を同時に配分する。ただし、肺移植待機リストで選択された移植

希望者(レシピエント)が優先すべき親族の場合はこの限りでない。

(3 )肺移植希望者(レシピエント)選択基準で選ばれた移植希望者(レシ

ヒ。エント)が心肺同時移績の待機者で、ある場合であって、かっ、臓器提

供者(ドナー)から心臓及び両肺の提供があった場合には、当該待機者

が心臓移植待機リストで下位であっても、当該待機者に優先的に心臓及

び両肺を同時に配分する。ただし、心臓移植待機リストで選択された移

植希望者(レシピエント)が優先すべき親族の場合はこの限りでない。

(4)心臓移植希望者(レシピエント)選択基準及び肺移植希望者(レシピ

エンド)選択基準で選択された待機者が別人であり、共に心肺同時移植

の待機者である場合であって、かつ、臓器提供者から心臓及び両肺の提

供があった場合には、

① ABO式血液型の一致(identical)する者を適合(compatible)す

る者より優先し、

② ①の条件が同一の移植希望者(レシピエント)が複数存在する場

合は、心臓移植希望者(レシピエント)選択基準における医学的緊

急度の高い者を優先し、

③ ①②の条件が同一の移植希望者(レシピエント)が複数存在する

場合には、心臓移植希望者(レシピエント)選択基準の医学的緊急

度 Status1の待機期聞が長い者を優先し、

④ ①~③の条件が伺ーの移植希望者(レシピエントjが複数存在す

る場合には、登録日からの延べ日数の長い者を優先する。

(5 )心臓又は肺の移植希望者(レシピエント)において、第 1順位として

選択された移植希望者(レシピエント)が心肺同時移植の待機者で、あっ

ても、臓器提供者(ドナー)から心臓及び両肺の提供を受けられない場

合は、心臓又は肺の単独移植希望者(レシピエント)のうちで最も優先

順位が高いものを選択する。



3. その他

( 1 )臓器提供者(ドナー)又は移植希望者(レシピエント)が6歳以上

1 8歳未満の場合、その予測肺活量については、以下の計算式を参考

にすることができる。

予測肺活量の計算式(6歳以上 18歳未満の場合)

(男性)予測肺活量(L)=2.108-0.1262 x年齢十0.00819x年

齢 '-3.118X身長 (m) +2.553X 

身長 (m)， 
(女性)予測肺活量(L)=1. 142十0.00168X年齢 '-2.374X身

長 (m) +2.116X身長 (m)， 

( 2 )医学的な理由により心臓移植希望者(レシピエント)選択基準にお

ける医学的緊急度が Status3になった場合、肺移植希望者(レシピヱ

ント〕の待機リストを「待機 inactiveJ とする。

(附則)

1.心肺同時移植希望者(レシピエント)は、心臓移植希望者(レシピエント)

のリスト及び肺移植希望者(レシピエント)のリストの両方に登録される。

2.心肺同時移植希望者(レシピエント)の心臓又は肺に係る待機期間につい

ては、既に心臓移植希望者(レシピエント)又は肺移植希望者(レシピエン

ト)のリストに登録されている患者が術式を心肺同時移植に変更する場合に

は、心臓又は肺のうち、既に登録されているリストに係る待機日数は変更前

の当該日数を含めて計算することとし、新規に登録されたリストに係る待機

日数は新規に登録した以後の日数を計算することとする。

3.基準全般については、今後の移植医療の定着及び移植実績の評価等を踏ま

え、適宜見直すこととする。


